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独立行政法人福祉医療機構 

借入金利子補給費の手続等 

（制度の概要） 

【個人情報について】 

独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給費交付申請書類に記載された個人情

報については、適正に管理を行い、独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給費

交付事務の目的以外に利用することはありません。 



 

 

 

公益財団法人 東京都福祉保健財団 

運営支援室  施設支援担当 

 

 

独立行政法人福祉医療機構福祉貸付資金借入に関する財団の役割について 

 

１．福祉医療機構福祉貸付資金借入に関する相談業務・借入申込書の作成サポート 

〇 社会福祉法人等が福祉医療機構から借り入れた福祉貸付資金に対する利子補給を行っていることから、

借入申込書作成のサポートを行っております。 

 

 

  

※ 利子補給費対象額の算定にあたって、法人には福祉医療機構において事前に融資相談を行っていただ

きます。 

 

※ 法人には利子補給の初回相談の際に、下記の書類をご提出いただいております。 

      ・福祉貸付資金借入申込書 

       →別紙「福祉貸付資金借入申込書類（総合チェックリスト）」にもとづいたもの。 

        No.2「福祉貸付事業借入申込意見書」は「市区町村長の意見」欄に記載のあるもの。（P.5 参照） 

      ・補助金積算根拠 

       →市区町村担当者作成のもの。市区町村書式若しくは財団書式にて提出。（P.9、10 参照） 

     ・建築工事費内訳確認用シート 

       →財団様式にて提出。（P11.参照） 

 

２．福祉医療機構福祉貸付資金借入に伴う東京都への進達並びに福祉医療機構への申込取次ぎ業務 

〇 福祉医療機構から借入を行うにあたっては、東京都及び区市町村が交付する「意見書」（借入申込書様

式）が必要となります。これは、法人の福祉貸付資金借入申込に関する事業計画等が妥当であることを証

左するためです。 

○ 当財団では、法人が作成した借入申込書をお預かりし、東京都への進達を行っております。 

東京都より意見書が交付された後、当財団を経由して福祉医療機構へ借入申込書を送付、その後福祉医

療機構が内容の確認を終えてから融資審査を終了するまで、１か月程度要します。 

 

なお、福祉医療機構は、貸付内定前の工事請負契約締結・着工を原則として認めていません。 

貸付内定前に契約等を行ったものについては融資が受けられなくなる場合があります

のでご注意ください。なお、当財団に福祉貸付資金借入申込書を提出後、福祉医療機構か

ら貸付内定通知書が発行されるまで約２ヶ月を要します。 

 

利子補給費対象額の算定にあたって 
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３．福祉医療機構借入金利子補給業務 

〇 福祉医療機構では、受理した借入申込書及び添付書類に基づき、融資審査を経たうえで、承認されたも

のについて貸付を内定し、金銭消費貸借契約を締結します。 

○ 当財団では、福祉医療機構と金銭消費貸借契約を締結した法人から利子補給費の交付申請を受け、申請

内容確認後に利子補給費を再算定し交付決定を行います。 

○ 償還開始後は法人からの請求に基づき、必要書類を確認のうえ、福祉医療機構に支払った利子の一部を

補給します。 

○ 福祉医療機構の保証人不要制度（一定利率を上乗せすることで連帯保証人を不要とする制度）を利用す

る場合、その保証に係る部分の利子については、利子補給の対象外となります。 

 

≪利子補給費交付決定の手続き及び算定にあたって≫ 

⑴ 福祉医療機構に借入申込を行った法人には、当財団から利子補給費交付申請書をお渡ししますので、

福祉医療機構と契約締結後、必要事項を記入の上、金銭消費貸借契約証書の写し等添付書類と共に提

出いただきます。 

  ○以下の書類も、法人を通じてご提出いただきます。 

  ・補助金交付決定通知 

  ・補助金額積算根拠書類（P9、10 参照） 

     ※交付が未決定の場合、交付予定額や交付決定時期など、財団から区市町村に直接確認させていた

だく場合があります。 

⑵ 申請書類の内容を確認し、交付予定額再算定後、当財団から法人に「福祉医療機構借入金利子補給費

交付予定者決定通知書」と「利子補給費年次表」を送付します。 

⑶ 当財団から法人へ「独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給費の交付請求について／利子補給費交

付請求書」を送付します（送付時期等は下表参照）。 

⑷ 法人は福祉医療機構に利子を支払った後、利子補給費交付請求書に利子を機構に支払ったことを証す

る書類の写しを添付して当財団へ請求します。 

⑸ 当財団で支払内容を確認し、法人が指定する金融機関に振込みます。 

 

≪利子補給費交付請求書の提出及び利子補給費の交付時期≫ 

利子の支払い月 請求書送付時期 

（当財団⇒法人） 

請求書提出期限 

（法人⇒当財団） 

交付予定時期 

４月 ～ ６月 ４月下旬 ６月１９日（木）必着 ７月上旬 

７月 ～ ９月 ７月下旬 ９月２２日（月）必着 １０月上旬 

１０月 ～１２月 １０月下旬 １２月１９日（金）必着 １月上旬 

１月 ～ ３月 １月下旬 ３月１９日（木）必着 ４月上旬 

◎ 参考 

・福祉医療機構ホームページ（https://www.wam.go.jp/hp/） 

福祉貸付ページ（https://www.wam.go.jp/hp/cat/fukusikasituke/） 

・財団ホームページ（https://www.fukushizaidan.jp/） 

 利子補給ページ（https://www.fukushizaidan.jp/306shikin/fukushiiryou/） 

※ご不明な場合、当財団の運営支援室施設支援担当（電話【０３(３３４４)８６３５】）までお問い合わせください。 
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区市町村の所管課 　福祉医療貸付部
　　　　　　　　福祉審査課

東京都の所管課

　福祉医療貸付部
　　　　　　　　契約課

区市町村の所管課

顧客業務部　○○課収納係

保育所施設整備計画における福祉医療機構借入及び財団利子補給のおもな流れ

※　貸付内定通知発行日よりも前に土地売買契約や建築請負契約を締結した場合は、原則として融資を受けられません。
※　資金計画において、贈与計画に基づく贈与金がある場合、その贈与の履行が行われた後に機構の金銭消費貸借契約締結となります。
※　機構借入に係る償還金が地方公共団体による全額負担でない場合、利率を上乗せして保証人不用制度を利用するか、代表者を保証
　人として立てていただく必要があります。
※　㉑㉒㉓は福祉医療機構への償還が終わるまで繰り返します。

行 政 財 団 法 人 機 構

①施設整備計画協議

②借入相談
③補助金・交付金内示

④区市町村意見書

交付願

⑤区市町村意見書・

補助金積算資料交付

⑥区市町村意見書交付済

機構借入申込書提出

⑦都意見書交付願

⑧都意見書交付願

⑨機構借入申込書提出

⑩審査

貸付内定通知発行

⑪契約状況等連絡（内定）

⑫金銭消費貸借契約締結⑫金銭消費貸借契約締結

⑬契約状況等連絡（契約）

⑭利子補給費交付申込

（補助金交付決定通知・

決定補助額の

積算根拠書類提出）

⑰資金交付（一部）
⑱利子補給予定者

交付決定通知発行

⑳利子の支払い開始
※契約日翌々月の10日。

⑲「払い込みのご案内」

または

「預金口座振替のご案内」

★㉑利子補給費

交付請求書送付

★㉒福祉医療機構への

支払証明を添付して請求

★㉓利子補給費交付
㉔資金交付（最終）

償還約定表 送付

⑮補助金積算根拠（補助
金交付決定時期、補助予
定額）の内容に関する確認

⑯補助金積算根拠（補助
金交付決定時期、補助予
定額）の内容に関する情報

提供
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書類番号：1-2

借入申込計画概要【資金計画】 （金額単位:千円）

％

①

②

③

④

⑤

⑥
（ ）

（1）設置整備資金のうち控除する補助金・交付金の算出

【参考】

ウ
エ
オ

（2）設置整備資金の融資限度額の算出

（ ） ％

（3）土地取得資金の融資限度額の算出

（ ） ％

（4）その他借入金の借入条件等

年 月 ％

( 年 月) 年 月

（ ）

（ 支店） 様 （ ）

≪福祉医療機構様式≫

区　分 融資率
所要資金の
総額

機構借入金
補助金
交付金

その他
借入金

贈与金
共同募金

自己資金

借

入

申

込

施

設

建 築 工 事 費 等

0

土 地 取 得 費 0 0

経 営 資 金

( う ち 造 成 工 事 費 )

( う ち 解 体 撤 去 工 事 費 )

( うち仮設施設整備工事費)

設 計 監 理 費

設 備 備 品 整 備 費

小　　　　計 0 0 0 0 0 0

合　　　　　計 0 0 0 0 0 0

対 象 外 事 業 費

ア

【自治体義務的負担分を含む補助金】

千円

アの控除対象交付金額の上限
　国庫補助金　次世代交付金　就学前教育・保育施設整備交付金 0 千円
【自治体義務的負担分を含まない補助金】
　都道府県・指定都市・中核市補助金

千円 非控除補助金額
　市区町村の単独（上積）補助金 千円 0 千円

イ
　地域介護・福祉空間交付金

千円
今次計画における控除対象補助金額

　地域医療介護総合確保基金交付決定額　（A） 0 千円
　（A）の対象事業に対する自治体からの交付決定額

　民間補助金 千円
　今次計画に対して受ける補助金及び交付金総額 0 千円

今次融資限度額【建物】

0 0 0 千円

所要額（融資対象部分の建築工事費等）
－

控除する補助金額（建物分)
×
融資率（再掲）

≧

千円

面 積 ㎡ ㎡ 0.00 ㎡

区 分 融資対象部分の土地取得費 融資対象外部分の土地取得費 計画全体の土地取得費

取 得 費 千円 千円 0

円/㎡

所要額（融資対象部分の建築工事費等）
－

控除する補助金額（土地分)
×
融資率（再掲）

≧
今次融資限度額【土地】

0

単 価 円/㎡ 円/㎡

0 千円

その他借入金の借入先名
借入金額

借入時期
償還期間

借入利率
協調
融資

抵当権設定の有無

金融機関名 担当者職名・氏名 連絡先

（千円単位） （うち据置期間） (有の場合)設定予定年月

年 月

TEL:

FAX:

借入申込書 2/3
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≪福祉医療機構様式≫

［ 事業の概要 ］　

借入申込法人名： 施設種類： 施設名称：

機構借入金額： 協調融資の有無： 有 無 補助金
※1
： 内示済 協議中 無

［ 事業の特殊性 ］（該当箇所にチェックを入れてください）

災害復旧事業 老朽改築事業 既設用地有効活用改築促進事業 地震対策緊急整備事業

地すべり対策事業 高台移転事業 「まち・ひと・しごと創成総合戦略」に位置づけられる整備事業

児童養護施設等における小規模・地域分散化整備事業 母子生活支援施設の一時保護委託のための整備事業

高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項（サービス付き高齢者向け住宅）の登録を受ける有料老人ホーム整備事業

認可を目指す認可外保育施設整備事業

※1　内示済の場合は内示額が分かる書類（内示書等）を協議中の場合は協議額が分かる書類（協議書等）を添付してご提出ください。

［ 都道府県知事（指定都市又は中核市の長）の意見 ］（該当箇所にチェックを入れてください）

１　都道府県の各種計画等との整合性
当該事業は、各種計画等との整合性も考慮されている事業計画であると認められる。
当該事業は、各種計画等との整合性も考慮されている事業計画であると認められない。
当該事業は、定員やサービス見込量等の増加を伴わず、各種計画等に基づいた事業計画ではない。

特記事項（ ）

２－１　事業者の適格性（施設整備の行政庁かつ法人所管の所轄庁）
当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者であると認められる。
当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者であると認められない。

特記事項（ ）

２－２　事業者の適格性（施設整備の行政庁または法人所管の所轄庁のいずれか）
法人所轄庁にヒアリングを実施し、当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者であることを確認した。
法人所轄庁にヒアリングを実施し、当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者でないことを確認した。

特記事項（ ）

２－３　事業者の適格性（施設整備の行政庁にも法人所管の所轄庁にも該当しない）
　　　　　当該借入申込者に対する認可、監査権限等の関係から意見を述べる立場にない。当該借入申込者に対する認可、監査権限等の関係から意見を述べる立場にない。

特記事項（ ）

３　当該事業の必要性
当該事業を総合的に判断した結果、必要な事業として認めるものである。
当該事業を総合的に判断した結果、必要な事業として認められないものである。
その他、以下の特記事項のとおり。

特記事項（ ）

年 月 日
　

独立行政法人福祉医療機構理事長　様
（作成担当部署： TEL： － － ）

［ 市区町村長の意見 ］（該当箇所にチェックを入れてください）

１　市町村の各種計画等との整合性
当該事業は、各種計画等との整合性も考慮されている事業計画であると認められる。
当該事業は、各種計画等との整合性も考慮されている事業計画であると認められない。
当該事業は、定員やサービス見込量等の増加を伴わず、各種計画等に基づいた事業計画ではない。

特記事項（ ）

２－１　事業者の適格性（施設整備の行政庁かつ法人所管の所轄庁）
当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者であると認められる。
当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者であると認められない。

特記事項（ ）

２－２　事業者の適格性（施設整備の行政庁または法人所管の所轄庁のいずれか）
法人所轄庁にヒアリングを実施し、当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者であることを確認した。
法人所轄庁にヒアリングを実施し、当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者でないことを確認した。

特記事項（ ）

２－３　事業者の適格性（施設整備の行政庁にも法人所管の所轄庁にも該当しない）
　　　　　当該借入申込者に対する認可、監査権限等の関係から意見を述べる立場にない。当該借入申込者に対する認可、監査権限等の関係から意見を述べる立場にない。

特記事項（ ）

３　当該事業の必要性
当該事業を総合的に判断した結果、必要な事業として認めるものである。
当該事業を総合的に判断した結果、必要な事業として認められないものである。
その他、以下の特記事項のとおり。

特記事項（ ）

年 月 日
　

独立行政法人福祉医療機構理事長　様
（作成担当部署： TEL： － － ）

福祉貸付事業借入申込意見書

※2　記名・押印については、委任された方で差し支えありません。

　なお、借入申込後において、事業の円滑な整備の実施又は事業の安定的かつ継続的な運営に支障をきたす恐れのある問題を把握した場合には、機構に対
し速やかに報告し、その対応を協議する。

　なお、借入申込後において、事業の円滑な整備の実施又は事業の安定的かつ継続的な運営に支障をきたす恐れのある問題を把握した場合には、機構に対
し速やかに報告し、その対応を協議する。

市区町村の長

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長 ㊞

㊞

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

書類番号：
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≪参考：財団から法人へ送付≫

利 子 補 給 費 対 象 額 算 定 表

( )

人 人

（ ）

1 2 3

Ａ 千円 Ｃ 千円 Ｅ 千円

（ ）

（ ）

（ ）

D

Ｂ ＝ 円

4 保育所 （ ）人 円 × × ＝ 円

低年齢児受入拡大事業（乳幼児室・ほふく室） 円 × × ＝ 円

一時・特定保育室 円 × × ＝ 円

円 × × ＝ 円

夜間保育所 円 × × ＝ 円

病後児保育 円 × × ＝ 円

防音壁加算 円 × × ＝ 円

地域余裕スペース加算 円 × × ＝ 円

高騰加算 （ ）人 円 × × ＝ 円

高騰加算（地域余裕ＳＰ） 円 × × ＝ 円

※ ＡとＢを比較し、金額の低い方をＣとする。 Ｃ ＝ 千円

D －
（ 千円 － 千円 ） × 80 ／ ＝ 千円

： ＝

千円 円

年間

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

※保証人不要制度にかかる利息は補給対象外となります。

※当該算定表は当財団が作成したものであり、利子補給額については計画段階での積算であって必ずしも助成
を保証するものではありません。

建 物 146,200 建 物 72,000
民 老 民 老

土 地

利 子 補 給 期 間

内 訳

機構借入額 146,200 利子補給対象額 72,000

土 地

20

土 地 土地取得分機構借入額と利子補給費対象上限額（50,000千円）を比べて低い方の額 千円

利子補給費対象額 72,000 利子補給額 9,647,422

C の 算 定 426,010

利子補給費対象
借入限度額

（１０万円未満切捨）

必要と認める経費の合計 Ｅ

建 物 455,535 365,439 100 72,000

75,450,000

4,260,000 1 施設 1.0 4,260,000

17,100,000 1 施設 1.0 17,100,000

139 75,450,000 1 施設 1.0

人

施設

13,200,000

施設

地域子育て支援相談室 13,200,000 1 施設 1.0

4,900,000 1 施設 1.0 4,900,000

9,300,000 1 施設 1.0 9,300,000

139 301,800,000 1 施設 1.0 301,800,000

合 計 547,465

必要と認める経費の算定 426,010,000

                  種　　　　　　　　　　別 単　　　　　価 人数 利子補給対象額

合 計 547,465 455,535

※ 必要と認める経費の説明
　・本体、冷暖房、浄化槽、エレベーター、スプリンク
ラー
　  工事費の合計額(Ｃ)は必要と認める経費の算定の
　  合計額(Ｂ)と各実事業費の合計額(Ａ)とのいずれか
　  低い方の額とする。
　・上記以外の経費については、原則実事業費とする。
　・土地取得費については、50,000千円を限度とする。

土 地 取 得 費

当 初 運 転 資 金 等 17,000

上限 50,000 千円

利子補給対象外工事費

備 品 費 8,900 8,900

補助金（土地取得相当）

設 計 監 理 費 20,625 20,625 福祉医療機構借入金 146,200

解 体 撤 去

仮 設 施 設

贈 与 金（ ス プ リ ン ク ラ ー ）

大 型 設 備 等工 事費 自 己 資 金 35,826

本 体 工 事 費

500,940 426,010

計 365,439
（ 冷 暖 房 ） 区 市 町 村 単 独 補 助（ 浄 化 槽 ）
（ 乗 用 エ レ ベ ー タ ー ）

110,492

区 分 実　事　業　費 必要と認める経費 民 間 補 助 金

構造 　１ 耐　火　　２ 準耐火　 ３ その他 建築延床面積 366.70 ㎡ 待 機 児 解 消 区 市 町 村
支 援 事 業 補 助 金

整 備 計 画 資 金 計 画

区分 施設整備 設備整備 土地取得
就 学 前 教 育 ・ 保 育 施 設
整 備 交 付 金 254,947

利 子 額 19,602 千円 償 還 方 法 月賦

社会福祉法人 ○○会

対象施設
施 設 名 △△保育園 種 類 保育所 新設

利 用 定 員 整 備 後 139

福 祉 医 療 機 構
借 入 計 画

借 入 額 146,200 千円 利 率 1.40% 申込時
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≪参考：財団から法人へ送付≫

【利子補給費シミュレーション】
1/1

円

円

円

円

(単位：円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240 28,570

1,276,000 1,276,000 638,000 1,488 628,000 314,000 732

638,000 638,000 638,000 744 7,714,054 314,000 314,000 366

1,914,000 1,914,000 638,000 2,233 942,000 314,000 1,099

2,552,000 2,552,000 638,000 2,977 1,256,000 314,000 1,465

3,190,000 3,190,000 638,000 3,721 1,570,000 314,000 1,831

3,828,000 3,828,000 638,000 4,466 1,884,000 314,000 2,198

4,466,000 4,466,000 638,000 5,210 2,198,000 314,000 2,564

5,104,000 5,104,000 638,000 5,954 2,512,000 314,000 2,930

5,742,000 5,742,000 638,000 6,699 2,826,000 314,000 3,297

6,380,000 6,380,000 638,000 7,443 3,140,000 314,000 3,663

7,018,000 7,018,000 638,000 8,187 3,454,000 314,000 4,029

4,762 81,322

7,656,000 7,656,000 638,000 8,932 3,768,000 314,000 4,396

8,294,000 8,294,000 638,000 9,676 7,821,238 4,082,000 314,000

8,932,000 8,932,000 638,000 10,420 4,396,000 314,000 5,128

9,570,000 9,570,000 638,000 11,165 4,710,000 314,000 5,495

10,208,000 10,208,000 638,000 11,909 5,024,000 314,000 5,861

72,000,000 9,647,422合 計 146,200,000 19,602,056

159,287 67,196,000 314,000

66,568,000 314,000 77,662135,256,000 135,256,000 638,000 157,798

978,106

137,808,000 137,808,000 638,000 160,776

78,395

135,894,000 135,894,000 638,000 158,543 66,882,000 314,000 78,029

314,000 78,761

136,532,000 136,532,000 638,000

67,824,000 314,000 79,128

137,170,000 137,170,000 638,000 160,031 67,510,000

139,722,000 139,722,000 638,000 163,009 68,766,000 314,000 80,227

68,452,000 314,000 79,860

138,446,000 138,446,000 638,000 161,520 9,643,366

139,084,000 139,084,000 638,000 162,264

68,138,000 314,000 79,494

69,708,000 314,000 81,326

140,998,000 140,998,000 638,000 164,497 69,394,000

141,636,000 141,636,000 638,000 165,242

314,000 80,959

140,360,000 140,360,000 638,000 163,753 69,080,000 314,000 80,593

82,058

142,274,000 142,274,000 638,000 165,986 70,022,000 314,000 81,692

142,912,000 142,912,000 638,000 166,730 70,336,000 314,000

144,826,000 144,826,000 638,000 168,963 71,278,000 314,000 83,157

70,964,000 314,000 82,791

143,550,000 143,550,000 638,000 167,475 70,650,000

144,188,000 144,188,000 638,000 168,219

314,000 82,425

84,000 84,000

145,464,000 145,464,000 638,000 169,708 71,592,000 314,000

146,200,000 146,200,000 736,000 170,566 906,566 72,000,000 408,000

83,524

72,000,000

146,200,000 146,200,000 72,000,000

146,200,000 146,200,000

146,200,000 146,200,000 72,000,000

146,200,000 146,200,000 72,000,000

146,200,000 146,200,000 72,000,000

146,200,000 146,200,000 72,000,000

72,000,000

146,200,000 146,200,000 72,000,000

146,200,000 146,200,000

72,000,000

146,200,000 146,200,000 72,000,000

146,200,000 146,200,000

146,200,000 146,200,000 72,000,000

各年次の
合計（うち有利子分） 償還元金 利　息

利子補給対象借入額 72,000,000 返 済 方 法 月賦

機　　　構 財　　　団

借入残高
償還金 各年次の

合計

法人名 社会福祉法人 ○○会
借 入 金 額 146,200,000 元金据置期間

補給対象借入残高 補給対象償還額 利子補給額
回数

12ヵ月

（ 有 利 子 分 ） 146,200,000 償 還 期 間 20年

（ 無 利 子 分 ） 年 利 率 1.40%
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○ 利子補給費交付事業の概要 

名 称     独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給費交付事業 

交付対象 

・福祉医療機構から借り入れた福祉貸付資金の対象となった費用。 

 ただし、更生保護事業は除く。 

・定期借地権の利用による一時金に対する貸付は除く。 

・福祉貸付の経営資金及び医療貸付は除く。 

・宗教法人・医療法人・NPO法人・営利法人は対象外。 

・中核市に所在する施設は対象外（一部施設を除く）。 

利子補給費対

象借入限度額 

① 補給額 

当該年度中に福祉医療機構に支払った利子の一部に対する補給額。 

 

② 対象借入限度額 

（必要と認める総事業
注１

費  － 補助
注２

金）×80／100＝対象借入限度額 

 

注１ 利子補給費交付対象事業ごとに異なる。 

◎新設、改築の事業 

・本体、冷暖房、昇降機、スプリンクラー、浄化槽等各工事費 

…………………… 利子補給対象単価  

 

・大型設備等工事費、解体撤去、仮設施設等各工事費 

         ……………………………………………費用の全額 

 

 ・備品購入費、設計監理費 ……………………………費用の全額 

 

◎拡張、大規模修繕等の事業 ……………………………費用の全額 

 

    ただし、土地取得費の利子補給対象借入限度額は 50,000千円 

 

  注２ 国・都補助金 

補給利率 
・福祉医療機構との契約利率とする。 

・保証人不要制度等による上乗せ利率分は除く。 

交付方法 
四半期ごと（福祉医療機構への支払後）年 4回 

当該年度に支払わなかった利子は補給しない。 

補給期間 30年以内。 

取 消     

補給決定取消（変更） 

①事情変更による特別の必要性 

②虚偽の記載 

延滞損害金 延滞損害金は補給しない。 
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【補助金積算根拠：法人所有物件】
※その他計算式等修正が必要な場合は、修正し、コメントを残していただけると幸いです。

１　就学前教育・保育施設整備交付金

（１）本体工事費、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費　　 単位：円

 

種目

A B C＝A－B D Ｅ Ｆ＝Ｄ×Ｅ

本体工事費

工事事務費

特殊附帯工事費

解体撤去工事費

仮設施設整備工事
費

開設準備費加算

設計料加算 0
放課後児童クラブ設
置
地域の余裕スペー
ス

土地賃借料加算

定期借地設定一時
金加算

合計 0 0 0 0 3/2 0

事業者負担

国 区市町村（＊） 都（3/16） 区市町村 事業者

0 0 0 0 0

交付金→

補助額→

選定額（定借一時金除く） ＊東京都「待機児童解消区市町村支援事業補助金（2）保育所等整備に係る区市町村負担軽減」を含む。

 （２） 防犯対策の強化に係る外構整備工事費

A B C＝A－B D E＝min(C，D)

0 0 0

待機児童解消（15/16） 事業者負担

国 市 都 事業者

0 0 0 0

交付金→

補助額→

２　待機児童解消区市町村支援事業（２）カ高騰加算

A B C＝min(A，B) D Ｅ＝C×D

0 15/16 0

３　就学前教育・保育施設整備交付金（防音壁）

A B C＝min(A，B) D Ｅ＝C×D

0 3/4 0

４　その他補助金

種目 財源 補助金額

Ｕ＝Ｊ＋Ｏ＋Ｔ

0

ご担当者名

部署名

ご連絡先

0

合計　　

補助上限額
（実支出額から算出）

補助基準額
別表1-4　2/2相当

選定額 補助率 補助金額

補助基準額
（実支出額から算出）

補助上限額
（要綱別表5等）

選定額 補助率
待機児解消（2）

カ
補助金額

補助金額合計額

就学前教育・保育施設整備交付金

0

0

対象経費の
実支出（予定）額

寄付金その他
の収入額等

差引額

0

交付基準額 選定額

選定額
min(C，F)

0

補助金申請額内訳　【全体】

対象経費の
実支出（予定）額

寄付金その他
の収入額等

差引額
交付基準額
（要綱別表2）

補助基準額

0

※子供家庭支援区市町村包括補助金を選択する場合は、その旨をご記載ください。

≪この様式は法人経由でお送りします≫

0

就学前教育・保育施設整備交付金 待機児童解消区市町村支援事業(1)ア

千円未満切捨て

都（1/16）の場合、1/16相当を
ご記載ください。

補助率によって計算式の変更が必要です。

千円未満切捨て

補助率によって計算式の変更
が必要です。

もとの財源を御記入ください。
（例）区市町村、東京都
※東京都補助である場合、可能であれば、補助要綱
名をコメント欄にご記載いただけると幸いです。

ここでは、国交付金（区市町村負
担分含む）をご記載ください。
防音壁に対する区市町村独自の
上乗せ補助がある場合は、「3.そ
の他補助金」にご記載ください。

恐れ入りますが、電話番号をお教えください。:
ご記載いただいた内容について、お問い合わせさせていただく場合がございます。

積み上げた単価を教えていただける
と幸いです。
（例）本体、特殊附帯、解体工事　等

区市町村独自の上乗せ補助がある場合は、
「4.その他補助金」にご記載ください。

区市町村独自の上乗せ補助がある場合は、
「3.その他補助金」にご記載ください。
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≪この様式は法人経由でお送りします≫

※青字部分補助率については、異なる場合修正してください（計算式含む）

※その他計算式等修正が必要な場合は、修正し、コメントを残していただけると幸いです。

【補助金積算根拠：賃貸物件】
1　保育対策総合支援事業費補助金

補助基準額 千円 （本園）

補助金額 0 千円

国負担分（2/3） 0 千円

区市町村負担分（1/12） 0 千円

補助金額 0 千円

都負担分（3/16） 0 千円

区市町村負担分 0 千円

3　待機児童解消区市町村支援事業補助金要綱２（１）オ

補助金額 0 千円 （別紙2補助単価） 千円

都負担分（23/32） 千円

区市町村負担分（7/32） 千円

4　開設前賃借料

補助金額 0 千円

都負担分 千円

区市町村負担分 千円

5　その他

補助金額 0 千円

都負担分 千円

区市町村負担分 0 千円

【1-5合計】　

補助金額 保育対策 0 千円

都補助金 0 千円

区市町村補助金 0

合計 0 千円

ご担当者名

部署名

ご連絡先

2　待機児童解消区市町村支援事業補助金要綱２（１）ア（イ）賃貸物件による保育整備事業補助要綱に基づく事業

恐れ入りますが、電話番号をお教えください。:
ご記載いただいた内容について、お問い合わせさせていただく場合がございます。

分園の場合、お手数ですが「分園」
に修正してください。

単価の確認お願いいたします。

補助金の種類を教えてください。
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[公益財団法人東京都福祉保健財団利子補給費算定用]

建築工事費内訳確認用シート

今次計画に係る建築工事費の内訳をご記入ください。
※福祉医療機構様の書類番号7：建築工事費等見積書の建築工事費と同額になるようご作成ください。
　その際、消費税を含めた金額でご記入ください。

自家発電設備工事費 

給水設備工事費

介護用リフト及び特殊浴槽整備

水の循環・再利用の整備

生ごみ等処理の整備

ソーラーの設備工事

（注１）就労支援事業等に必要な業務用製造機械等大型・高額な機械の購入・設置工事費
　　　　初度調弁（通常備品等）は不可。

（注２）建物に固定して一体的に整備する次の整備工事費とする。
　　　　・介護用リフト及び特殊浴槽整備
　　　　・施設から排出される生活雑排水（浴室等の排水）等の環境、再利用のための整備
　　　　・施設から出るごみの有効活用及び排出量の抑制等ごみ処理のための整備
　　　　・光熱水費の節約及び地域の環境保全のためのソーラーの設備工事

（注３）生活環境（植栽・花壇・庭園・遊歩道・歩行訓練場、ゲートボール場及び温室）整備

（注４）敷地造成工事：建物を建築するために必要な土地に直接行う工事
　　　　（伐採、表土処理、切土、盛土、締固め、整地、残土処理、擁壁、集水桝（調整池）工事）

（見積業者様）

≪参考：相談受付後、財団から法人へ送付≫

区　　分 金　　額
内訳

区分 金額 主な工事内容

0 千円 建築工事費 0建築工事費

千円

千円

うちスプリンクラー工事費 千円

うち大型機械設備工事費
（注1）

千円

敷地造成費（注4）
千円

造成面積 ㎡

うち民間社会福祉施設特別
整備工事費（注3）

千円

解体撤去工事費 千円

工事の対象となる施設名

うち消融雪設備工事費 千円

うち資源有効活用整備工事
費（注2）

うち自家発電設備工事
費・給水設備工事費

千円

うち介護用リフト、特殊浴
槽整備工事費（注2）

千円

代表者

仮設施設整備工事費 千円

所在地

名　称
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事業者支援部 運営支援室 施設支援担当 

      ＴＥＬ ０３（３３４４）８６３５ 

      ＦＡＸ ０３（３３４４）８５９６ 
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